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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 136,768 149,440 295,022

経常利益 （百万円） 14,256 16,127 32,938

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 8,707 9,936 20,647

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 10,140 7,774 35,236

純資産額 （百万円） 238,311 266,754 261,414

総資産額 （百万円） 328,185 357,207 357,506

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 167.44 191.08 397.03

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 69.0 70.3 69.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,429 11,261 25,671

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △14,050 △9,229 △23,649

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,996 △3,591 △8,659

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 60,219 67,262 69,340

 

回次
第65期

第２四半期
連結会計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 80.16 106.97

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま
す。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。

２【事業の内容】
　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。
　また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。
 

　（オーストラリア）

　第１四半期連結会計期間から、Brivis Climate Systems Pty Ltd（以下、「ブライビスクライメイトシステムズ

㈱」）につきましては株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1) 業績の概況

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では個人消費が堅調で景気の拡大基調が続き、欧州におい

ても緩やかな景気回復が持続しました。中国では経済成長率の鈍化に加え、株式市場における株価下落が発生し景

気は減速しました。一方、国内経済は、消費税増税の影響が和らぎ個人消費は底堅く推移し、また好調な企業収益

を背景に設備投資が持ち直すなど、緩やかな回復基調となりました。

　国内の住宅関連業界では、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動影響が薄れるとともに、省エネ住宅ポイン

ト制度や住宅取得非課税枠の拡大をはじめとする各種支援策によって需要の促進が図られ、新設住宅着工やリ

フォーム市場は堅調に推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは当期を初年度とする中期経営計画「進化と継承 ２０１７」をスタート

させました。これまでの企業文化や精神を継承するとともに、社会に役立つ新しい商品やサービスを創出するため

のビジネスモデルを進化させるべく事業活動を進めてまいりました。販売面につきましては、日本・アメリカ・中

国において給湯器販売が好調であったことや、オーストラリアで事業拡大が順調に進んだことなどにより売上が増

加しました。損益面につきましては、海外の増収効果や為替の好影響に加え、原価低減活動による利益の向上など

もあり増益となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,494億40百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益152

億85百万円（前年同期比16.1％増）、経常利益161億27百万円（前年同期比13.1％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益99億36百万円（前年同期比14.1％増）となりました。

 

セグメントの業績の概況は次のとおりであります。

<日本>

　住宅関連市場における需要回復を背景に、給湯機器では、上位機種の給湯暖房機やハイブリッド給湯・暖房シス

テムの販売比率が向上したことに加え、厨房機器では、システムキッチン需要の増加に伴いテーブルコンロからビ

ルトインコンロへのシフトが進みました。日本の売上高は813億84百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は93億

25百万円（前年同期比5.7％増）となりました。

<韓国>

　給湯機器ではボイラーの販売が好調であるものの、厨房機器では景気の低迷や市場競争の激化によってコンロ販

売が低調に推移し、現地売上高は前年を下回りましたが、為替の好影響により韓国の売上高は153億56百万円（前

年同期比6.0％増）となりました。しかし、営業利益はコンロにおける市場価格の下落もあり3億20百万円（前年同

期比30.7％減）となりました。

<アメリカ>

　経済回復を背景に住宅設備関連の市場が拡大し、タンクレス給湯器の販売が好調に推移したことに加え、高効率

タイプの比率増加や為替の好影響によって、アメリカの売上高は97億97百万円（前年同期比22.0％増）、営業利益

は6億25百万円（前年同期比75.1％増）となりました。

<オーストラリア>

　主力のタンクレス給湯器の販売が好調であったことに加え、例年よりも寒い冬となったことで暖房機が堅調に

推移し売上高は前年を上回りました。また、当期よりブライビスクライメイトシステムズ㈱を連結子会社化したこ

とによって、オーストラリアの売上高は125億58百万円（前年同期比61.4％増）、営業利益は13億36百万円（前年

同期比39.0％増）となりました。

<中国>

　現地の景気減速感はあるものの、地方の都市部で生活水準が向上したことやガスインフラの普及が進んだことも

あり、中国全土での当社製品の取り扱い店舗が拡大し、給湯器を中心としたガス機器の売上高が伸長しました。中

国の売上高は161億6百万円（前年同期比30.5％増）、営業利益は19億6百万円（前年同期比44.0％増）となりまし

た。
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<インドネシア>

消費者マインドが悪化するなど現地の経済は依然として低成長が続き、テーブルコンロの買い替え需要は伸びず

売上高は減少しました。インドネシアの売上高は53億3百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は3億90百万円

（前年同期比35.2％減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ20億77百万円減少し672億62百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　主に営業利益の確保による資金の増加、法人税等の支払による資金の減少等の結果、営業活動によって得られた

資金は112億61百万円（前年同期比228.4％増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　主に定期預金の預入れと払戻し、有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出により、投資活動の結果支出した資金は92億29百万円（前年同期比34.3％減）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　主に配当金の支払により、財務活動の結果支出した資金は35億91百万円（前年同期比19.9％増）となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、上場会社である当社の株券等は原則として市場において自由に売買されるべきものであると考えてお

り、当社株券等の大量の買付行為を行う者による当社株券等の大量の買付け要請に応じて当社株券等の売却を行う

か否かは、最終的には当社株券等を保有する当社株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。し

たがって、大量の買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資する提案であれ

ば、一概にこれを否定するものではありません。

しかしながら、当社取締役会との事前の十分な交渉や取締役会の同意を経ることなく当社株券等の大量の買付行

為が一方的に行われ、その目的や買収後の方針等の十分な情報開示がなされない場合、当社の株券等を保有する株

主の皆様がその保有する株券等の買付けの要請に応じるか否かについて、十分な判断を行うだけの時間および情報

の確保を困難にする恐れがあるものと考えております。

当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付けを行おうとする者は、

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないものと考えており、これらの者による大量

の買付行為に対しては必要かつ適切な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を確保する必要があると考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、安定した収益基盤をベースとし、中長期的視野に立った競争力強化とあらゆるステークホルダーの満足

度を向上させることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることが、多様な

投資家の皆様からの当社への投資につながり、結果として、基本方針の実現に資するものと考え、次のような取り

組みを実施しております。

当社は、大正９年の創業以来95年にわたり、熱を通じて快適な暮らしを社会に提供することを使命とし、「和・

氣・眞」や「品質こそ我らが命」といった当社独自の精神を礎とし、高度な熱利用技術とモノづくりへのこだわり

を持ち、給湯分野、厨房分野、空調分野を通して生活文化の向上に寄与すべく事業を展開してまいりました。国内

外すべてのグループ各社が、リンナイブランドのもと、豊かで快適な住生活の創造に向け、質の高い商品とサービ

スの安定的供給に取り組み、これまでの発展を支えてきております。特に、海外での事業活動においては、40余年

にわたる実績を積み上げてまいりました。結果、現在では16カ国に生産・販売拠点を有し、海外売上比率が４割を

超えており、当社の特性の一つとなっております。

当社は、持続的な企業価値向上のためには、長年にわたって取り組んできた安全・安心、環境、省エネ、健康・

高齢化を念頭に、「品質第一の顧客志向」の継続実施や「地球環境に配慮した商品提供」を行うとともに、「技術

革新による競争優位の強化」によって高水準な収益基盤と中長期的視点に基づいた成長戦略の実現が必要不可欠で

あると考えております。

このような当社事業の歴史的背景と今後の方向性を踏まえ、当社では、平成24年度に平成26年度を最終年度とす

る中期経営計画「ジャンプＵＰ ２０１４」を策定し、企業の体質強化を図るとともに長期成長路線を築き、総合

熱エネルギー機器メーカーとして企業価値の向上と社会貢献を推進してまいりました。平成27年度には、新中期経

営計画「進化と継承 ２０１７」を策定し、過去から培ってきたリンナイ精神を継承し安定的に事業を継続すると

ともに今後予測される新たな時代の変化に対応すべく進化を遂げてまいります。また、グループ全体の連携を図り

EDINET提出書類

リンナイ株式会社(E01417)

四半期報告書

 4/20



本業の収益性と資本効率を高めることを目指し、連結営業利益率10％および連結ＲＯＥ10％を超える水準の維持を

目標として取り組んでまいります。

なお、当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要な課題と位置づけており、経営環境の変化に対応

して、最適な経営体制を機動的に構築するとともに、事業年度ごとの経営責任の一層の明確化と、株主の皆様の信

任を問う機会の増加のために、取締役の任期を１年としております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

り組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取り組みの一つとして、当社株券等の大量の買付行為が行われた場合に、株主の皆様が、当社の特性を踏

まえた上で、当該買付行為に応じるか否かを判断するために十分な情報と時間を確保すること、また、大量の買付

行為を行う者との交渉の機会を確保することが、当社の企業価値を向上させ、株主の皆様の共同の利益を確保する

ことにとって不可欠であり、当社株券等の大量の買付行為を行う際の一定のルールを設ける必要があると考えまし

た。

そこで当社は、平成20年５月13日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防

衛策）の内容を決定し、同年６月27日開催の当社第58回定時株主総会における株主の皆様のご承認を経てこれを導

入後、平成23年５月11日開催の当社取締役会および同年６月29日開催の第61回定時株主総会におけるご承認を経て

継続、さらに平成26年５月９日開催の当社取締役会および同年６月27日開催の第64回定時株主総会におけるご承認

に基づきこれを一部変更の上更新し（以下、当該一部変更後の当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）を「本プラン」といいます。）、継続しております。

本プランにおいては、当社株券等の特定株式保有者等の議決権割合を20％以上とする当社株券等の買付行為、又

は結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為に対する情報提供等に関する

一定のルールを設定するとともに、対抗措置の発動手続等を定めております。

④前記取り組みが、基本方針に沿い、株主の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではないことについて

ａ．「基本方針の実現に資する特別な取り組み」

上記取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させる

ための具体的取り組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、係る取り組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

ｂ．「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取り組み」

ア 買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた三原則を完全に充足しております。

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示

本プランの効力発生には、平成26年６月27日開催の当社第64回定時株主総会における株主の皆様のご承認

をいただいており、本プランの導入には株主の皆様の意思が反映されたものとなっております。

また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止についても株

主の皆様の意思に基づく形になっております。

さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断および大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否

かについての判断を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報、その他の大量買付者か

ら提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適時適切に開示することとしております。

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

(ⅰ) 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置するこ

ととしております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には当社取締役会の諮問に応じる形で、独立委員会が、大量

買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当

社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判

断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されております。

(ⅱ) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買

付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場

合にのみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を

可及的に排除する仕組みが確保されております。
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(ⅲ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買

収防衛策ではありません。また、当社は、取締役の任期について、期差任期制を採用しておりませんの

で、本プランは、スローハンド型買収防衛策でもありません。

 

(4) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、43億93百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 52,216,463 52,216,463

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株

計 52,216,463 52,216,463 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 52,216,463 － 6,459 － 8,719
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式

数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

内藤株式会社 名古屋市昭和区御器所通二丁目24番地３ 6,215 11.90

株式会社好兼商事 名古屋市昭和区長池町三丁目19番地 4,002 7.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,602 6.89

林　謙治 名古屋市昭和区 2,502 4.79

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,827 3.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口９）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,673 3.20

東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸一丁目５番20号 784 1.50

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 720 1.37

内藤　進 名古屋市瑞穂区 700 1.34

リンナイ共進会 名古屋市中川区福住町２番26号 599 1.14

計 － 22,627 43.33

　（注）１．信託銀行の所有株式数には、証券信託財産等の信託財産を以下のとおり含んでおります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　3,602千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　1,827千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）　　1,673千株

 

２．ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者８名から、平成26年６月19日付の大量保有報告書の

提出があり、平成26年６月13日現在でそれぞれ次のとおり株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 369,900 0.71

ブラックロック・アドバイザーズ・

エルエルシー

米国　デラウェア州　ウィルミントン　ベ

ルビュー　パークウェイ　100
716,948 1.37

ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント・エルエルシー

米国　ニュージャージー州　プリンスト

ン　ユニバーシティ　スクウェア　ドライ

ブ　１

95,701 0.18

ブラックロック（ルクセンブルグ）

エス・エー

ルクセンブルク大公国　セニンガーバー

グ　Ｌ-2633　ルート・ドゥ・トレベ　6D
228,026 0.44

ブラックロック・ライフ・リミテッ

ド

英国　ロンドン市　スログモートン・アベ

ニュー　12
111,551 0.21

ブラックロック・アセット・マネジ

メント・アイルランド・リミテッド

アイルランド共和国　ダブリン　インター

ナショナル・ファイナンシャル・サービ

ス・センター　JPモルガン・ハウス

153,611 0.29

ブラックロック・アドバイザース

（UK）リミテッド

英国　ロンドン市　スログモートン・アベ

ニュー　12
62,777 0.12

ブラックロック・ファンド・アドバ

イザーズ

米国　カリフォルニア州　サンフランシス

コ市　ハワード・ストリート　400
350,100 0.67

ブラックロック・インスティテュー

ショナル・トラスト・カンパニー、

エヌ．エイ.

米国　カリフォルニア州　サンフランシス

コ市　ハワード・ストリート　400
523,174 1.00

計 － 2,611,788 5.00

３．平成27年６月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信

株式会社が平成27年６月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第
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２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。

　　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号　城山ト

ラストタワー
3,209,800 6.15

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 213,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 51,937,400 519,374 －

単元未満株式 普通株式 66,063 － －

発行済株式総数  52,216,463 － －

総株主の議決権 － 519,374 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

リンナイ株式会社
名古屋市中川区福住

町２番26号
213,000 － 213,000 0.40

計 － 213,000 － 213,000 0.40

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員
管理本部長兼
経営企画部長、
情報システム部長

取締役
常務執行役員
管理本部長兼
経営企画部長

小杉　將夫 平成27年８月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 60,730 58,425

受取手形及び売掛金 63,889 64,826

有価証券 41,112 41,953

商品及び製品 21,670 22,536

原材料及び貯蔵品 12,812 12,734

その他 6,540 5,505

貸倒引当金 △644 △625

流動資産合計 206,111 205,355

固定資産   

有形固定資産 56,841 59,451

無形固定資産 4,365 6,780

投資その他の資産   

投資有価証券 64,163 60,686

その他 26,946 25,805

貸倒引当金 △922 △872

投資その他の資産合計 90,187 85,619

固定資産合計 151,395 151,851

資産合計 357,506 357,207

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,870 44,648

短期借入金 1,976 875

未払法人税等 4,719 3,406

賞与引当金 3,377 3,654

その他の引当金 3,093 3,567

その他 18,767 17,623

流動負債合計 79,805 73,776

固定負債   

引当金 48 52

退職給付に係る負債 5,291 5,701

その他 10,946 10,922

固定負債合計 16,286 16,676

負債合計 96,091 90,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,459 6,459

資本剰余金 8,719 8,719

利益剰余金 208,866 216,826

自己株式 △979 △984

株主資本合計 223,065 231,021

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,921 4,453

為替換算調整勘定 10,046 8,569

退職給付に係る調整累計額 7,591 7,157

その他の包括利益累計額合計 23,559 20,180

非支配株主持分 14,789 15,553

純資産合計 261,414 266,754

負債純資産合計 357,506 357,207
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 136,768 149,440

売上原価 94,528 101,131

売上総利益 42,240 48,309

販売費及び一般管理費 ※ 29,073 ※ 33,023

営業利益 13,166 15,285

営業外収益   

受取利息 585 600

受取配当金 197 236

為替差益 43 －

その他 471 281

営業外収益合計 1,298 1,118

営業外費用   

支払利息 77 24

為替差損 － 73

固定資産除却損 81 76

その他 49 101

営業外費用合計 208 276

経常利益 14,256 16,127

特別利益   

固定資産売却益 － 271

特別利益合計 － 271

特別損失   

固定資産圧縮損 － 182

特別損失合計 － 182

税金等調整前四半期純利益 14,256 16,217

法人税、住民税及び事業税 3,723 4,078

法人税等調整額 714 919

法人税等合計 4,437 4,998

四半期純利益 9,818 11,218

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,110 1,282

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,707 9,936
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 9,818 11,218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,110 △1,467

為替換算調整勘定 △525 △1,531

退職給付に係る調整額 △263 △445

その他の包括利益合計 321 △3,444

四半期包括利益 10,140 7,774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,459 6,557

非支配株主に係る四半期包括利益 680 1,216

 

EDINET提出書類

リンナイ株式会社(E01417)

四半期報告書

13/20



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 14,256 16,217

減価償却費 4,094 4,567

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △503 △1,425

売上債権の増減額（△は増加） 7,446 △407

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,478 △230

仕入債務の増減額（△は減少） △6,801 △3,452

その他 △995 608

小計 11,018 15,876

利息及び配当金の受取額 801 840

利息の支払額 △77 △24

法人税等の支払額 △8,313 △5,431

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,429 11,261

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △17,657 △19,296

定期預金の払戻による収入 21,641 21,115

有形固定資産の取得による支出 △6,493 △7,562

投資有価証券の取得による支出 △15,243 △2,221

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,543 2,844

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △4,588

その他 △1,840 479

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,050 △9,229

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △983 △1,098

配当金の支払額 △1,871 △1,976

その他 △141 △517

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,996 △3,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 △443 △518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,060 △2,077

現金及び現金同等物の期首残高 74,279 69,340

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 60,219 ※ 67,262
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間から、ブライビスクライメイトシステムズ㈱につきましては株式を取得したため、連

結の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度

の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結

合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会

計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを

行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び

事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

給与及び賞与 9,059百万円 10,476百万円

賞与引当金繰入額 1,463 1,453

退職給付費用 300 252

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
 
 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

現金及び預金 51,283百万円 58,425百万円

有価証券 40,647 41,953

預入期間が３か月を超える定期預金 △22,764 △24,930

取得日から償還日までの期間が３か月

を超える債券等
△8,946 △8,185

現金及び現金同等物 60,219 67,262
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）
 株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,872 36  平成26年３月31日  平成26年６月30日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議）
 株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月５日

取締役会
普通株式 1,976 38  平成26年９月30日  平成26年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）
 株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,976 38  平成27年３月31日  平成27年６月29日 利益剰余金

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議）
 株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月５日

取締役会
普通株式 2,080 40  平成27年９月30日  平成27年12月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注1）

調整額

（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

 日本 韓国 アメリカ
オースト
ラリア

中国
インド
ネシア

計

売上高           

外部顧客への売上高 80,192 14,492 8,033 7,782 12,342 5,616 128,460 8,307 － 136,768

セグメント間の内部

売上高又は振替高
11,811 323 － 21 941 257 13,355 1,351 △14,706 －

計 92,004 14,815 8,033 7,804 13,283 5,873 141,815 9,659 △14,706 136,768

セグメント利益 8,825 461 357 961 1,324 602 12,532 1,185 △551 13,166

(注)　１．その他には、台湾、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ブラジル等の現地法人の事業活動を含んで

おります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注1）

調整額

（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

 日本 韓国 アメリカ
オースト
ラリア

中国
インド
ネシア

計

売上高           

外部顧客への売上高 81,384 15,356 9,797 12,558 16,106 5,303 140,507 8,932 － 149,440

セグメント間の内部

売上高又は振替高
14,720 426 － 29 1,042 331 16,550 1,563 △18,114 －

計 96,105 15,783 9,797 12,588 17,148 5,634 157,058 10,496 △18,114 149,440

セグメント利益 9,325 320 625 1,336 1,906 390 13,904 1,306 75 15,285

(注)　１．その他には、台湾、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ブラジル等の現地法人の事業活動を含んで

おります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 167円44銭 191円08銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
8,707 9,936

普通株主に帰属しない金額　　　（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額　　　　　　　　　　（百万円）
8,707 9,936

普通株式の期中平均株式数　　　（千株） 52,005 52,003

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　平成27年11月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額……………………………………… 2,080百万円

(ロ）１株当たりの金額………………………………… 40円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成27年12月４日

　（注）平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 

  平成27年11月６日  

リンナイ株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　誠司　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山崎　裕司　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリンナイ株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リンナイ株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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